
海外安全官民協力会議 第６０回幹事会開催結果 

 

１．日 時 ：平成３０年２月９日（金）１６時～１７時 

 

２．場 所 ：外務省（８９３国際会議室） 

 

３．出席者 ：幹事会メンバー   ２６名 

        オブザーバー  ３名 

領事局政策課長          森川 徹 

領事局海外邦人安全課長      石瀬 素行 

同  邦人援護官      松前 了 

領事局邦人テロ対策室長      上田 肇 

 

４．会議議事次第 

（１）最近の地域情勢 

① 台湾東部で発生した地震について 

② モルディブ非常事態宣言 

③ マヨン山噴火 

④ ジャマイカ非常事態宣言 

（２）在外邦人の安全確保に向けた取組 

① 大使による任国治安情勢講演会 

② 外国の行政機関から「罰則等を科す」等の文書を受領した際の対応 

（３）その他 

 

５．発言概要 

（１）最近の地域情勢 

① 台湾東部で発生した地震について【松前援護官】 

２月６日午後１１時５０分頃（現地時間），台湾東部の花蓮県近海を震源とするマグニ

チュード６．４の地震が発生し，死傷者が発生している。今後も余震が断続的に発生し，

二次被害が発生する可能性があり，十分な注意が必要。 

これを受け，７日午前，外務省に領事局長をヘッドとした対策室を設置するとともに，

日本台湾交流協会台北事務所にも現地連絡室を立ち上げた。 

同事務所から，在留邦人及び「たびレジ」登録者に対して領事メールを，外務本省で

はスポット情報を発出したほか，一斉通報ＳＭＳやソフトバンク緊急ＳＭＳ等を通じて，

注意喚起を行うとともに，邦人被害についての情報提供を呼び掛けている。 

また，同事務所職員が現地で必要な支援を行っている。 

 



【石瀬領安長】 

今回領事メールを送付した「たびレジ」登録者数は８００名，ソフトバンク緊急ＳＭ

Ｓ受信者数は５，７００名以上であった。今後「たびレジ」の登録促進と，如何にソフ

トバンク以外の携帯電話キャリアに緊急ＳＭＳ配信の協力を仰ぐかが課題。 

 

② モルディブ非常事態宣言【松前援護官】 

モルディブの首都マレ市マレ島では，政治犯の釈放及び資格を剥奪された国会議員の

議員資格回復を命じる最高裁判決の後，野党支持者と治安維持部隊との小競り合いが発

生。２月５日，ヤーミン大統領は，全ての市民及び国の平和と福祉を守るという理由で，

１５日間の非常事態宣言を発出した。 

現状，大規模な混乱には至っておらず，国際空港のあるフルレ島やリゾート地の島へ

の影響は出ていないが，引き続き最新の情報入手に努め，政府関係施設や政党事務所等

に近づかない等注意が必要。 

 

③ マヨン山噴火【松前援護官】 

フィリピン当局は，フィリピン・ルソン島南東部のマヨン山の噴火に伴い，１月２２

日，同山の警報をレベル３（危険な噴火に向けて進行）からレベル４（危険な噴火が差

し迫った状態）に引き上げた。 

周辺地域では，火山噴出物の飛来や溶岩流，高温の火砕流，火山泥流（ラハール），

土石流の可能性があるので注意。火山泥流（ラハール）は，２８日に降った雨により既

に発生しており，今後天候にも注意が必要。２００６年にマヨン山で噴火が起きた際に

は，台風による大雨によりラハールが発生し，９０００棟の家屋が巻き込まれ，１３０

０人以上の死者行方不明者が発生している。 

 

④ ジャマイカ非常事態宣言【松前援護官】 

 １月１８日，近年の急激な治安悪化を受け，セント・ジェームズ県に非常事態宣言が

発令されたことから，スポット情報等を通じて注意喚起を行っている。 

 

（２）在外邦人の安全確保に向けた取組 

① 大使による任国治安情勢講演会【上田領対長】 

各国の大使が一時帰国する機会を活用し，民間企業向けに「大使による任国治安情勢

講演会」を行っているが，大変好評を得ている。２月１日は羽田駐フィリピン大使及び

石井駐インドネシア大使が治安情勢のみならず二国間関係や現地の政治情勢の今後の

見通し等について講演し，参加企業の方々に参考していただけたものと考える。次回は，

２月２６日に鶴岡駐英国大使及び水上駐スペイン大使による講演を実施する予定。 

 

 



② 外国の行政機関から「罰則等を科す」等の文書を受領した際の対応【森川課長】 

外国の行政機関から我が国に所在する個人や団体に対して，「罰則を科す」，「出頭の

義務を課す」等の記載のある文書が，直接郵送されるケースが発生していると承知して

いる。外国の行政機関がそのような命令的，強制的な効果を発生させる文書を送達する

ことは「公権力の行使」に該当し，我が国政府の同意なく行うことは認められていない。

外国の行政機関から，同様の文書を受け取り，その手続や内容等に疑問がある場合には，

ご相談いただきたい。 

 

（３）その他 

 今後の海外安全官民協力会議の協議内容等につき，意見交換を行った。 

 （了) 


